
◎法人町民税について 
 
井手町内に事務所や事業所などがある法人（会社など）のほか、人格のない社団等が申

告納付をする税金です。法人町民税には、「均等割」と、国に納める法人税に応じて負担す

る「法人税割」とがあります。 
 
・均等割の税率 

区分 従業員数 税率（年額） 
５０人超 ３，６００，０００円資本金等の額が５０億円を 

超える法人 ５０人以下 ４９２，０００円

５０人超 ２，１００，０００円資本金等の額が１０億円を超え 
５０億円以下である法人 ５０人以下 ４９２，０００円

５０人超 ４８０，０００円資本金等の額が１億円を超え 
1０億円以下である法人 ５０人以下 １９２，０００円

５０人超 １８０，０００円資本金等の額が１，０００万円を

超え１億円以下である法人 ５０人以下 １５６，０００円

５０人超 １４４，０００円資本金等の額が１，０００万円 
以下の法人 ５０人以下 ６０，０００円

 
・法人税割の税率 … １４．７％ 

 

 

 

 

 

 

 

 


